
○現庁舎→①今治市役所本庁舎第３別館(今治市南大門町２丁目５番地１)への移転文書
収納量小計)Fm)

1764.1  現庁舎階数 現庁舎（部屋名） 移転先階数 移転先(部屋名

移転文書 1.7 1階C 細菌検査室 → 4F 保健所

〃 0.5 1階C 細菌検査室 → 4F 通路（生活衛生課）

〃 9.6 1階C 器具室 → 4F 相談室

〃 4.8 1階C 器具室 → 1F 道路課奥

〃 3.6 1階C 器具室 → 4F 相談室

〃 3.6 1階C 器具室 → 1F 道路課奥

〃 4.2 1階D 化学試験室 → 1F 採水キット置場

〃 1.7 1階D 化学試験室 → 4F 環境保全課

〃 0.5 1階E レントゲン室 → 4F 通路（健康増進課）

〃 1 1階E レントゲン室 → 4F 環境保全課

〃 1.7 1階E レントゲン室 → 4F 相談室

〃 0.5 1階G 予診室（1） → 4F 相談室

〃 3.4 1階G 予診室（1） → 4F 健康増進課

〃 8.4 1階G 予診室（1） → 4F 健康増進課

〃 1.7 1階H 予診室（2） → 4F 健康増進課

〃 8.4 1階H 予診室（2） → 4F 健康増進課

〃 0.5 1階J チャレンジオフィス → 1F チャレンジオフィス

〃 2 1階J チャレンジオフィス → 1F チャレンジオフィス

〃 4.2 1階J チャレンジオフィス → 1F チャレンジオフィス

〃 1.1 1階K 栄養室 → 4F 保健所

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

 現庁舎 移転先
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 現庁舎 移転先

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 通路（企画課）

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 通路（健康増進課）

〃 1.5 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.5 2階A 今治保健所 → 4F 通路（環境保全課）

〃 1.8 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 3 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.8 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 0.9 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課
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〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.8 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.1 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 3.6 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 1.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 環境保全課

〃 12.6 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 1.8 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 3.6 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 2.8 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 8.4 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 3 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 5.5 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 8.4 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課
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〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 4.2 2階A 今治保健所 → 4F 通路（相談室）

〃 3.6 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 5.4 2階A 今治保健所 → 4F 生活衛生課

〃 7.2 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 0.85 2階A 今治保健所 → 4F 企画課

〃 9.6 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 3.4 2階A 今治保健所 → 4F 健康増進課

〃 1.7 2階A 今治保健所 → 4F 相談室

〃 29.5 2階A 今治保健所 → 4F 保健所

〃 1.2 2階B 保健所⾧室 → 4F 保健所⾧室

〃 1.7 2階B 保健所⾧室 → 4F 保健所⾧室

〃 1.7 2階B 保健所⾧室 → 4F 保健所⾧室

〃 5.1 2階B 保健所⾧室 → 4F 保健所⾧室

〃 6 2階B 保健所⾧室 → 4F 保健所⾧室

〃 1 2階C OA室 → 4F 相談室

〃 1.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.2 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.2 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 2.6 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.8 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.2 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.5 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 12.6 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 2.55 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 5.1 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 12.6 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 2.1 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.1 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 4.2 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 0.85 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 2.1 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.2 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.3 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 2.8 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 6.3 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 3 2階D 水産課 → 3F 水産課

〃 1.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室
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〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.5 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 3.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 8.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 3.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 4.2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 0.85 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 3.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 通路（農事相談室）

〃 3.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 通路（農事相談室）

〃 0.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 1F 土壌分析室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 1F 土壌分析室

〃 10.2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 5.1 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 3.6 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 1F 土壌分析室

〃 3.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.85 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.85 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 4.2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 3.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 4.2 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 2.55 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 農事相談室
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〃 1.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 農事相談室

〃 1.8 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 8.4 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 1.7 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室（農業振興係）

〃 0.85 2階E 地域農業育成室・産地戦略推進室 → 3F 地域農業育成室・産地戦略推進室

〃 1.5 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.5 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 0.5 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 0.85 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 4.2 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.1 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 4.2 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 1.7 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 0.85 2階F 農事相談室 → 3F 農事相談室

〃 0.5 2階G 健康相談室 → 3F 健康相談室

〃 1.2 2階G 健康相談室 → 3F 健康相談室

〃 0.5 2階G 健康相談室 → 3F 健康相談室

〃 1.4 2階G 健康相談室 → 3F 健康相談室

〃 2.7 2階G 健康相談室 → 3F 健康相談室

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.2 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 12 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.2 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 6.6 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 2.2 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.5 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 8.4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 3.4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1.7 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課
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〃 1.7 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 0.85 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 8.4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 13.6 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 6.8 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 5.1 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 3.4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 4.2 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 9 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 3.4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 12.6 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 4 2階H 森林林業課 → 3F 森林林業課

〃 4.2 2階I 小会議室 → 2F 小会議室

〃 1.7 2階I 小会議室 → 4F 企画課

〃 1.7 2階I 小会議室 → 4F 企画課

〃 1.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.9 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 2.6 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 4.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.5 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課
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〃 1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 3.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 12.6 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 5.1 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 8.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 4.2 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 3.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 3.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 3.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 4.2 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 4.2 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 8.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 3.4 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 4.2 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 6.8 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 21 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 0.8 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 8 3階A 農村整備課 → 2F 農村整備課

〃 1.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 0.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1 3階B 税務室 → 2F 税務室
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〃 1.7 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 4.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 8.4 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.7 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.7 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 3.4 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 7.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 4.8 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 4.2 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.7 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 12.6 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 5.1 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 216 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 5.5 3階B 税務室 → 2F 税務室

〃 1.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課
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〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 4.25 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 7 3階C 総務県民室・商工観光室 → 1F チャレンジオフィス

〃 12.6 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 8.4 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 4.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 4.2 3階C 総務県民室・商工観光室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 2.4 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 1 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 0.9 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 1.7 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 1.7 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 1.7 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 1.7 3階D 支局⾧室 → 2F 支局⾧室

〃 8.4 3階D 支局⾧室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 8.4 3階D 支局⾧室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.8 3階E 面接室 → 4F 企画課

〃 4.2 3階E 面接室 → 4F 企画課

〃 4.2 3階F 行政資料室・職員図書室 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 6.8 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.7 3階I 農村整備課協議室 → 2F 農村整備課

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課
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〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）
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〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 12.6 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 4.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 3.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 0.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.1 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 建設企画課

〃 2.55 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 2.55 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 2.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 0.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 3.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 2.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.6 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 0.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 2.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課



○現庁舎→①今治市役所本庁舎第３別館(今治市南大門町２丁目５番地１)への移転文書
収納量小計)Fm)

1764.1  現庁舎階数 現庁舎（部屋名） 移転先階数 移転先(部屋名

 現庁舎 移転先

〃 3.3 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 12.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.1 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 3.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 5 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 1.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 河川港湾課

〃 12.6 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 3.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 8.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 2.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 4.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 8.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 1.7 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 0.85 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 4.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 3.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 2.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（管理係）

〃 2.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 19.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 6.6 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 2.5 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 2.55 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.85 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 2.55 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 2.4 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.8 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.1 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 1.6 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 2.55 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 0.85 4階A 今治土木事務所 → 1F 管理課（庶務、契約・建設業）

〃 4.2 4階A 今治土木事務所 → 1F 道路課（奥）

〃 29 4階A 今治土木事務所 → 1F 土木事務所

〃 1.5 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室

〃 1 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室

〃 1.7 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室

〃 4.4 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室

〃 1.1 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室



○現庁舎→①今治市役所本庁舎第３別館(今治市南大門町２丁目５番地１)への移転文書
収納量小計)Fm)

1764.1  現庁舎階数 現庁舎（部屋名） 移転先階数 移転先(部屋名

 現庁舎 移転先

〃 2.5 4階B 土木事務所⾧室 → 1F 土木事務所⾧室

〃 4.2 4階C 上島架橋建設課 → 1F 土木事務所

〃 1.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1.2 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 66.3 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 3.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1.7 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 2.55 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.85 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 4.2 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 0.6 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 5.5 4階G 用地課 → 4F 用地課

〃 1.5 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 0.5 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.5 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 4.2 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 4.2 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1.2 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 2 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課

〃 1 5階A 出納局審査課 → 2F 総務県民室・商工観光室・出納局審査課


